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１）休学・退学願、長期履修願、奨学金返済免除者の審査 

２）長期履修希望者の選考 

（５）看護学研究科修士論文、博士論文の審査及び学位授与に関すること 

１）修士論文審査基準と審査方法の見直し 

２）修士論文発表会の進行 

３）博士論文審査委員選出 

４）博士論文審査基準の見直し 

５）博士論文発表会進行 

６）博士論文審査結果公表の手続き等 

（６）上記（１）～（５）に関わる学則の検討 

（７）看護学研究科院生の大学院生活全般に関すること 

１）年１回の大学院生と教務部会員との話し合いの開催 

２ 令和４年度活動目標及び自己評価 
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自己評価
課題・活動目標に応じた達成／取
組状況を具体的に記述

○博士論文の審査体制の検討 博士論文審査プロセスとして、計
画発表会⇒計画書審査や本審査の
前に事前審査を導入するなど博士
論文のプロセスの見直しを行い、
論文の質の強化や集団指導体制の
構築を行った。

○修士論文の研究計画書審査の検
討

博士論文に合わせ、修士論文の審
査プロセスの見直しを行った。2
学年の早い時期に研究発表会と計
画書の審査を位置づけ、論文の質
の担保を行うこととした。

○修士研究進捗状況報告会、博士
研究進捗状況報告会の開催

9月29日に修士研究進捗状況報告
会を、10月5日に博士研究進捗状
況報告会を実施し、集団指導体制
の強化を図った。

○便覧記載事項の不統一部分の整
備

論文審査のプロセスの見直しに合
わせ、便覧の内容を再点検し記載
を統一するようにした。

○指導教員複数体制での研究指導
の推進

早い時点で副指導教員複数名を報
告するように呼びかけ、さらに論
文審査体制の見直し、進捗状況報

令和３年度総括 令和４年度課題 令和４年度活動目標

○令和３年度の学位授与は、修士（看護
学）の学位５名、博士（看護学）の学位
３名であった。
○博士後期課程の前期研究計画審査を２
件について行い、研究計画として合格と
した。
○大学評価結果に対する検討事項とし
て、ディプロマポリシーの明確化とカリ
キュラムポリシーとの整合性の検討なら
びにアセスメントポリシーの検討等を実
施した。検討により、博士後期課程にお
いて令和４年度より「看護学教育特講」
を必修科目として新たに開設することと
なった。また、前期課程、後期課程のカ
リキュラムマップを作成することができ
た。
○COVID-19の感染拡大が引き続く中で
オンライン授業を取り入れていた授業を
継続させた。
○研究計画審査、論文審査は、遠隔シス
テムと対面を併用して実施した。また、
今年度は、修士論文発表会（２次審査）
をオンラインで実施した。
○大学院前期課程においてがん看護専門
看護師コースの新規開設の認可を受ける
ことができ、老年看護、小児看護、精神
看護につづく４つめの専門看護師コース
を開設する準備を整えた。

○博士前期課程および博士後期課程
における論文作成過程の組織的な指
導体制について検討する必要があ
る。特に博士論文審査では、「予備
審査」にあたる論文審査を加えるこ
との有効性について教務部会では検
討してきている。教務部会内での議
論にとどめるのではなく、論文審査
の方法について、現に審査に関わる
教員の意見を聴取しながら、課題を
整理し、審査方法の検討に具体的に
取り組む必要がある。
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自己評価
課題・活動目標に応じた達成／取
組状況を具体的に記述

〇令和4年度の博士前期課程の修了生は7
名であったが、博士後期課程の修了生は
いなかった。

〇なかなか研究が進んでいない学生
も散見される中、各分野で計画的な
修了生の排出に心がける事が求めら
れる。

〇新プロセスを運用し論文審査を
実施する（一部旧体制での実施）

〇博士後期課程の前期研究計画審査を２
件について行い、研究計画として合格と
した。

〇分野により学生数に偏りがある。
学生数が多い分野は修了に向け計画
的な指導が必要であり、少ない領域
は積極的に学生確保に務める事が必
要である。学生数オーバーの領域へ
は修了生を輩出することが先であ
り、積極的学生獲得は行わないよう
な始動が必要である。

〇なるべく2年で修士修了を目指
す。また、修士課程、博士課程共
に計画的な履修の推進と計画期間
内で早期の修了を目指す。

〇論文審査のプロセスの検討に伴い、大
学院博士後期課程に新たに「看護学特別
研究」を必修科目・6単位として設け
た。
〇COVID-19の感染拡大が引き続く中で
オンライン授業を取り入れていた授業を
継続させた。
〇研究計画審査、論文審査、修士論文発
表会（２次審査）は全て実施した。

〇博士後期課程への進学制度を使用し始
めて1名の学生が入学することとなっ
た。

〇進学の規定に「修士課程を修了し
3年以内」とあるが、進学の要件と
して3年以内が適切であるのかの議
論が必要。

〇進学の規定の見直しの検討を行
う

〇論文博士の内規の第3条（２）を運用
し、初めて外国語試験免除の申請が出さ
れた。（内規第3条（２）の該当者では
なく、あくまでも運用での適用である）

〇論博の内規第3条（２）の記載が
曖昧な部分がある。見直しが必要。

〇論博の内規の見直しの検討を行
う

〇指導教員が代わった博士後期課程の学
生1名、前期課程学生1名の計2名が退学
となった。背景には学修継続をできない
環境があった。学修環境を保証するため
に指導教員からの支援が必要である。

〇きめ細やかな学修支援を行い退
学者を出さない

〇令和4年度1年間をかけて新プロセ
スを検討してきたが、検討の時間が
思うようにとれていない中での実施
となる。ケースbyケースで課題が浮
上した時に再検討し改善していくこ
とが必要である。

〇新プロセスのきめ細かな運用と
課題把握に努め、課題がある場合
は検討し見直す。

令和５年度活動目標令和４年度総括 令和５年度課題

〇R3年度からの課題であった、博士前期
課程、博士後期課程の論文審査プロセス
の見直しを行い、論文の質の担保と集団
指導体制の強化を行った。この新プロセ
スの主な改正点は、前期課程では計画発
表会⇒計画書審査や本審査の前に事前審
査を導入すること、後期課程では計画発
表会⇒計画書審査や本審査の前に事前審
査を導入することである。また、大学院
の研究は全て計画書審査を経て倫理審査
に申請することになった。この新プロセ
スの検討の中で、「学位論文審査」と
「最終試験」、学位授与の決議」を整理
し明確にした。



第 19節 研究科委員会 入試部会 

１ 所掌事項 

（１）入試科目及び期日の選定に関すること 

（２）合否判定の基礎資料に関すること 

（３）入試の追跡調査に関すること 

（４）入試のあり方に関すること 

（５）その他 入試に関すること 

 

２ 令和４年度活動目標及び自己評価 
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自己評価
課題・活動目標に応じた達成／取
組状況を具体的に記述

〇入試業務の的確／適正な運営
 試験問題の作成・準備、入試実
施のための人員配置および環境整
備等を行っていく。＜１次試験
日：10月15日、２次試験日：１
月28日＞

試験問題の作成・準備、入試実施
のための人員配置および環境整備
等は、滞りなく実施できた。

・募集要項の送付は、紙媒体の印
刷および送付先を削減する。＜達
成時期：７月下旬＞

募集要項の印刷は6月の一次募集
では100部に印刷を削減し、二次
募集の要項印刷は中止をした。

・紙媒体の募集要項作成と送付は
2023年度１次試験のみで、以後
は中止する。

募集要項の送付は一次募集では53
部送付し、二次募集の要項は中止
をした。

・2023年２次試験からは、オン
ライン入試要項に切り替える。＜
達成時期：10月15日以降＞

オンライン入試要項に切り替え
た。

〇受験者および入学者の確保
・＜博士課程への進学＞の学生確
保

博士課程への進学の学生確保は１
名できた

・事前相談件数を増やす。
 目標⇒＜１次試験＞10〜15名
以上＜達成時期：９月中旬＞

事前相談件数は10名以下であっ
た。

・入学者の確保
 目標⇒修士10名、博士４名

入学者の確保
修士７名、博士２名（内1名は進
学者）

＊２次試験をしなくても良いよう
に１次試験で確保する。達成でき
なければ２次試験実施

2次募集に向けて学生獲得のため
の対策会議を開催し病院訪問など
リクルート活動を行った。１次試
験での学生確保は修士３名、博士
0名で、2次試験を実施した。

〇広報活動の強化
・学報および「大学院だより」の
内容刷新

学報および「大学院だより」の内
容刷新はできた。

・ホームページで随時「大学院情
報」を積極的に発信していく。

ホームページがリニューアルされ
「リサーチマップ」で研究発信が
できるようになったが、イン
フォーマル（普段的な）な情報発
信はできなかった。

令和３年度総括 令和４年度課題 令和４年度活動目標

〇入試業務の的確・適正な運営
 募集要項の送付、入試業務全般
は、計画に則って、的確／適正に
運営できた。⇒計画通りに達成
 受験者および入学者の確保
 ・博士後期課程学生確保のた
め、大学院の学則＜博士課程への
進学＞の整備（進学者０名）
 ・事前相談状況：＜１次試験＞
修士８名、＜２次試験＞修士10
名、博士２名
 ・R4年入学者：＜１次試験＞
修士４名、＜２次試験＞修士８
名、博士２名
 ⇒前年度を大幅に上回った。
（定員には満たないが、数値目標
（修士10、博士２~４は達成）
〇広報活動の見直しと広報の強化
・学報「大学院だより」の内容刷
新とホームページ「大学院」の全
面的見直しを図った。
・教員への「リサーチマップ」記
載を要請する（３月時点記載率
60％）
 ⇒計画通りに達成

〇大学院受験者の動向を踏まえ、
受験者および入学者確保の対策を
強化し、安定的な大学院入学者確
保に努める。
〇COVID- 19 の影響が落ちつい
た後、博士後期課程入試における
外国人特別選抜の入試試験のあり
方を検討していく。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20節 危機管理センター 

１ 所掌事項 

「本学長野県看護大学危機管理センター規定」に基づき、災害対策、感染対策その他の危機管
理に係る総合調整を遂行する 
センターに、災害対策及び感染対策に係る業務を行うため、長野県看護大学防災委員会（以下
「防災委員会」という。）及び長野県看護大学感染症対策委員会（以下「感染症対策委員会」と
いう。）を置く。（以下、総じて「委員会」という。） 

 
２ 令和４年度活動目標及び自己評価 
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・事前相談人数を増やすため、
「何でも相談」のPRの工夫をす
る。（パンフレット、ポスター、
チラシ）

パンフレット、ポスターを作って
発送したが、事前相談は低調で
あった。

・受験者数アップのため、医療機
関のみならず、同窓会等へ資料送
付枠を厳選して増やしていく。

同窓会等へ資料送付枠を増やして
広報したが、まったく反応はな
かった。

自己評価
課題・活動目標に応じた達成／取
組状況を具体的に記述

〇入試業務の的確／適正な運営
 試験問題の作成・準備、入試実
施のための人員配置および環境整
備等を行っていく。＜１次試験
日：10月14日、２次試験日：１
月27日＞
〇広報活動の強化
・「大学院だより」は廃止。「⻑
野県看護大学大学案内2024」の
中で、大学院の紹介が独立して扱
われる
・県内主要病院等へのポスターや
「大学院だより」の発送を行い、
地道に広報活動を続ける
・学部のオープンキャンパス時に
共催で大学院相談コーナーを実施
する
・学生獲得のために病院訪問など
リクルート活動を行っていく。

〇入試業務の的確・適正な運営⇒
計画通りに達成
〇受験者および入学者の確保⇒前
年度には及ばず、数値目標の修士
10⇒7、博士２~４⇒２であっ
た。
〇広報活動の見直しと広報の強化
学報「大学院だより」の内容刷新
とホームページ「大学院」の全面
的見直しを図り、またチラシ等も
作って配布した.さらに,2次募集に
向けて学生獲得のための対策会議
を開催し病院訪問などリクルート
活動を行った。⇒結果として、事
前相談、入学者確保の直接効果に
はつながらなかった。

〇大学院受験者の動向を踏まえ、
受験者および入学者確保の対策を
強化し、安定的な大学院入学者確
保に努める。

令和４年度総括 令和５年度課題 令和５年度活動目標

自己評価
課題・活動目標に応じた達成／取
組状況を具体的に記述

防災委員会と感染症検討委員会が
それぞれ活動している。２つの委
員会を統括するセンターを設置し
た。

防災委員会と感染症検討委員会が
それぞれ活動しており、センター
としての機能が不明確である。

防災委員会と感染症検討委員会が
それぞれ活動しており、センター
⻑（学⻑）は、必要に応じて活動
の方向性を確認し采配する。

防災委員会では、防災の責任者と
してセンター⻑（学⻑）の役割を
果たした。感染症検討委員会で
は、オブザーバー参加し感染症対
策の方向性を確認した。

令和３年度総括 令和４年度課題 令和４年度活動目標



 

 

 

 

 

 

第 21節 危機管理センター 防災委員会 

１ 所掌事項 

（１）学生及び教職員の防災及び減災意識の向上に関すること 

（２）災害発生時の対応策に関すること 

（３）大学施設の防災及び減災に関すること 

（４）地域との防災及び減災の連携等に関すること 

（５）その他防災及び減災に関すること 

 

２ 令和４年度活動目標及び自己評価 
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自己評価
課題・活動目標に応じた達成／取
組状況を具体的に記述

２つの委員会の活動とセンター⻑
（学⻑）の関係が確認できた。

大学全体の日常的な危機管理体制
を確認にする。

２つの委員会の活動以外に、災害
時及び実習時の事故など各種連絡
網の一元管理を確認する。

令和５年度活動目標令和４年度総括 令和５年度課題

自己評価
課題・活動目標に応じた達成／
取組状況を具体的に記述

【学内】
防災に関わる学内連絡体制・初
動システムの確認および周知
〇防災マニュアル研修会の開催

令和3年度に防災マニュアルの見
直しを行い、全教職員に周知を
したものの計画していた研修会
は開催できなかった。

〇自衛消防隊に初動システム説
明会の実施

令和4年度の消防避難訓練に先立
ち、自衛消防隊のメンバーに各
班の役割と初動システムの説明
会を実施した。訓練当日は、課
題が残った班があったがほぼ各
班が役割を果たしていた。。

〇備蓄品の整備・点検（３回／
年）

5月、10月の2回防災備蓄品の点
検と実施した。

〇防災ハンドブック所持率を
100％に

消防避難訓練の後のアンケート
にて防災ハンドブックの所持率
を確認した。

〇安否確認の実施と返信の徹底
（学生90％、教職員100％の返
信）

令和３年度総括 令和４年度課題 令和４年度活動目標

令和4年度は、4月25日、6月15日
の2回にわたり安否確認訓練を
行った。結果、また、台風14号
が接近した9月20日に安否確認を
行った。返信状況は、4/25は学
生89.7%、教職員68.4%、6/15は
学生79.6%教職員60.5%、9/20は
学生66.7%教職員69.9%となって
おり、学生は回数とともに低下
傾向、教職員は平均して返信状
況は悪い。しかし現在使用して
いるシステム自体に問題がある
こともわかり、返信率が下がる
原因となっていたため、使用す
るシステムを変更する協議を行

〇コロナの感染に伴い、情報伝
達訓練は実施できなかった。消
防避難訓練のみ規模を縮小して
実施した。
〇R3年度は、H31以来の防災マ
ニュアルの大改訂を行った。内
容の整理と災害対策本部の機能
の明確化、災害時の職員の招集
について、地震のみならず台風
や洪水などの災害時にも対応で
きる内容に見直しを行った。
〇安否確認を定期的に実施した
が、返信率は悪く、特に教職員
からの返信は低い。
〇消防避難訓練時の自衛消防隊
の各班の役割が明確になってお
らず、認識が薄い班員がいる。
〇例年8月の実施している地域
防災訓練は、計画の段階からコ
ロナの感染拡大により中止と
なった。

〇情報伝達訓練、消防避難訓練の
あり方の見直し
 情報伝達訓練は毎回混乱で終わ
り成果が得られていない中、防災
訓練の在り方の見直しと、寒い中
で行われている消防避難訓練の実
施時期の見直しが必要となる。
〇訓練前の打ち合わせの強化
 発災時には本部の動きが重要に
なる。これまでは本部との詳細な
打ち合わせは行われていない。来
年度は本部員と打ち合わせを行い
訓練に臨むことが求められる。
〇防災週間を設け、減災・防災の
意識啓発を行う。
 近年増加する災害に対し、当大
学の学生や教職員の減災・防災へ
の意識は低い。大学内で防災週間
を設け、研修会や防災グッズ・ポ
スターの展示等、学生や教職員の
意識啓発を行う。
〇安否確認・連絡体制の強化
 災害発生時には、安否確認や
「非常召集、警戒宣言発令伝達の
緊急連絡体制」を活用する必要が
あり、学生および教職員のより安
全な避難・確認のためこれらの体
制を強化する必要がある。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 22節 危機管理センター 感染症対策委員会 

１ 所掌事項 

（１）本学におけるインフルエンザ、ノロウイルス等の感染症発生の予防と対応に関すること 
（２）感染症に関する情報の収集、調査にすること 
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【学外】
〇上穂地区、町４区地区との合
同訓練の実施（８月）と訓練目
的の達成

コロナ禍における避難訓練とし
て、R3年度の課題を明らかにし
て改善した内容で合同訓練の計
画を立案し、打合せを行った
が、コロナの感染拡大により訓
練自体が中止となった。しか
し、訓練の見直し案は立案でき

自己評価
課題・活動目標に応じた達成／
取組状況を具体的に記述

【学内】
防災に関わる学内連絡体制・初
動システムの確認および周知を
行う。具体的には下記の項目を
行う。
〇防災マニュアル研修会を開催
する。
〇自衛消防隊に対して初動シス
テム説明会を実施する。
〇備蓄品の整備・点検を行う
（2回／年）。
〇防災ハンドブック所持率が
100％になるよう周知する。
〇新システムによる安否確認の
実施を行う。また返信が、学生
90％、教職員100％になるよう
周知する。
〇防災装備等の点検を行う（無
線機、防災保管庫１回／年）。
【学外】
〇上穂地区、町４区地区と合同
訓練を実施する（８月）。

〇R4年度も防災訓練は秋の消防
避難訓練のみとした。ただし、
この消防避難訓練に従来実施し
てきた情報伝達訓練の一部を取
り入れ、情報伝達を行う中での
避難訓練とした。情報伝達訓練
と消防避難訓練の見直しが必要
であったため、このような形で
実施した。結果、避難訓練に十
分に情報伝達の要素を入れるこ
とで両方の訓練が１つの訓練に
踏襲され実施可能であることが
わかった。
〇学内の防災意識の高揚のため
研修会を予定していたが実施で
きなかった。
〇安否確認訓練を2回、実施の
安否確認を1回行ったが、返信
率は悪い。システムにも問題が
あるため、従来使用していたサ
ラスより「オクレンジャー」と
いうシステムに切り替えた。
〇消防避難訓練の前に自衛消防
隊の説明会を実施し、各班の役
割の確認を行った。
〇上穂地区、町４区地区との合
同訓練を、コロナ禍での避難訓
練として前回の反省も踏まえ
て、新たに計画し打合せを行っ
たが、開催直前にコロナの感染
拡大で中止となった。

〇訓練前の打ち合わせの強化
 発災時には本部の動きが重要に
なる。R4年度は本部と打ち合わせ
を行い訓練に臨んだが、課題は残
されている。引き続き課題解決の
ために方策の検討と打合せが必要
である。
〇防災週間を設け、減災・防災の
意識啓発を行う。
 近年増加する災害に対し、当大
学の学生や教職員の減災・防災へ
の意識は低い。大学内で防災週間
を設け、研修会や防災グッズ・ポ
スターの展示等、学生や教職員の
意識啓発を行う。
〇安否確認・連絡体制の強化
 災害発生時には、安否確認や
「非常召集、警戒宣言発令伝達の
緊急連絡体制」を活用する必要が
あり、新システムの稼働状況の把
握や学生および教職員のより安全
な避難・確認のため、周知徹底と
返信を強化する必要がある。

令和４年度総括 令和５年度課題

い、R5年度より新システムに移
行する予定である。

令和５年度活動目標



（３）その他感染症に関すること 
 

２ 令和４年度活動目標及び自己評価 
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自己評価
課題・活動目標に応じた達成／取
組状況を具体的に記述

〇新型コロナウイルス感染症や季
節性インフルエンザ等、その発生
の動向が懸念され即時の対応を要
すると判断される感染症に対し、
学内での発生と蔓延化を防止する
ための活動を行う。現時点におい
ては具体的に次の項目を主なもの
とする。

・感染の状況に応じた学内での対
策の実施

県内及び上伊那圏域等の感染状況
に応じて、県発出の感染警戒レベ
ル等を参考にした具体的な感染防
止対策の立案とその実施を適時に
行なった。

・学生及び教職員に対し当該感染
症の理解とその防止にかかる説明
会等の実施

新型コロナウイルス感染症とその
感染防止対策等についての説明会
を、学部学生を対象に新年度当初
に行なった。また、実習に参加す
る学生のうち、該当者の一部に
は、抗原検査キットの使用にかか
る説明会を実施した。

令和３年度総括 令和４年度課題 令和４年度活動目標

学生及び教職員に対して、メール
や周知文書による新型コロナウイ
ルスワクチン接種の勧奨行い、４
月と１２月には、それぞれ職域接
種と県のワクチンプログラムによ
る集団接種を、希望者を対象に実
施した。また、教職員の希望者に
は、インフルエンザワクチンの学
内での接種も行なった。

・学生及び教職員に対しワクチン
接種の勧奨と実施

〇学内及び学外活動における感染
防止対策の立案とその実施
〇学内及び学外活動における感染
防止にかかる知識と実践に関する
啓発
〇感染症に関する情報の収集、調
査及び周知
〇感染症に関する学生及び教職員
の健康状態の把握と対応

〇新型コロナウイルス感染症への
対応
 その発生からおよそ２年を経過
するも、新規ウイルス株や新たな
系統の出現等により、これまでに
幾度となく感染の流行が繰り返さ
れ、いまだ収束の目処が立たない
状況下にある。このことに関して
は、大学として求められる教育活
動の遂行とともに、切れ目の無い
的確でより効果的な対応を、今後
も引き続き模索し実施していく必
要がある。
〇学外実習に参加する学生及び教
職員の感染症防止対策の徹底
 毎年度のことであるが、学外実
習の参加者による実習施設への感
染症の持ち込みや、そこでの参加
者の罹患を防止するために、施設
との協議や連携を通じて、必要と
なる具体的な対応策を決定し実施
していく必要がある。
〇状況に応じた感染防止対策の実
施
 新型コロナウイルス感染症に代
表されるように、ウイルスの変異
等に伴う感染の再拡大や、新たな
感染症の出現あるいは既知感染症
の再興など、感染に関連し我々を
取り巻く状況は常に動的である。
そうした変化に即応し適切に対応
していくために、状況に応じた規
定の見直しや、新たな対処方法の
構築あるいは既定方策の再構成な
どを、今後も続けていく必要があ
る。

県の新型コロナウイルス感染症へ
の対応の変更等に伴い、次の指
針・規定等の改定を行なった。
１．新型コロナウイルス感染症に
関する本学の対応について
２．新型コロナウイルス感染症の
発生に伴う臨地実習に関する基本
方針
３．新型コロナウイルス感染症感
染拡大防止に関するサークル活動
の指針
４．新型コロナウイルス感染症に
関する学内活動の指針（行動基
準）

・感染防止にかかる学内規定の改
定
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自己評価

課題・活動目標に応じた達成／取
組状況を具体的に記述

〇学内及び学外活動における感染
防止対策の立案とその実施
〇学内及び学外活動における感染
防止にかかる知識と実践に関する
啓発
〇感染症に関する情報の収集、調
査及び周知
〇感染症に関する学生及び教職員
の健康状態の把握と対応

〇新型コロナウイルス感染症への
対応
 同感染症については、今年度か
ら感染症法上の位置付けが五類に
変更され、それに伴い県の警戒レ
ベルの考え方や運用の仕方等の対
応策が大きく変わると予想され
る。これに対応するため、指針や
規程等も含め、本学の感染拡大防
止対策も新たに策定し直す必要が
ある。
〇学外実習に参加する学生及び教
職員の感染症防止対策の徹底
毎年度と同じく、学外実習の参加
者による実習施設への感染症の持
ち込みや、そこでの参加者の罹患
を防止するため、施設との協議や
連携を通じて、必要となる具体的
な対応策を決定し実施していく必
要がある。
〇状況に応じた感染防止対策の実
施
これについても毎年継続される課
題である。新型コロナウイルス感
染症のような変異等に伴う感染の
再拡大や、新たな感染症の出現あ
るいは既知感染症の再興など、感
染症に関連した我々を取り巻く状
況は常に動的である。そうした変
化に即応し適切に対応していくた
めに、状況に応じた規定の見直し
や、新たな対処方法の構築あるい
は既定方策の再構成などを、今後
も続けていく必要がある。

〇新型コロナウイルス感染症や季
節性インフルエンザ等、その発生
の動向が懸念され即時の対応を要
すると判断される感染症に対し、
学内での発生と蔓延化を防止する
ための活動を行う。現時点では、
次の項目を主なものとする。
・感染の状況に応じた学内での対
策の実施
・学生及び教職員に対し当該感染
症の理解とその防止にかかる説明
会等の実施
・学生及び教職員に対しワクチン
接種の勧奨と実施
・感染防止にかかる学内規定の改
定
・感染症に関する学生及び教職員
の健康状態の把握とそれへの対応

令和４年度総括 令和５年度課題 令和５年度活動目標



第６章 学生生活及び学生への支援 

第１節 学生支援活動 

１ 学生支援体制 

（１）目 的 

   学生支援に係る教職員及び健康センターの役割を見直し、学生の学習・生活の両面か

らの支援の充実・強化を図る他、大学として迅速な対応を行うための体制を整備する。 

（２）個人情報の厳正な取り扱い 

① 相談窓口となる者は、学生のプライバシーの保護に努める。 

② 相談窓口となる者は、学生個人の権利利益を保護するため、必要な措置を講ずるよう

努め適正な取り扱いを行う。 

（３）相談窓口及び実施方法 

１）学年顧問 

① 各学年に２人の学年顧問を置き、学生の生活・履修・進路・学習面の相談を受ける。 

② 休学、復学、退学、奨学金や就職推薦に係る書類作成及び保護者との連絡・調整を行

う。 

③ 卒業延期生は卒業まで同じ教員が担当する。 

２）保健室保健師 

健康管理（精神・身体）全般を扱う。 

３）学生支援員・就職支援員 

学生支援員は日常生活全般に係る支援を、また就職支援員は、進路・国家試験に係る支

援を行う。 

４）臨床心理士（教員兼務） 

   臨床心理士として学生からの相談に応じる。 

５）健康センター 

① 学生のこころの健康相談に応じる。 

② 窓口は保健室保健師とし、必要に応じて精神看護 CNS や健康センター相談員（外部）

の助言を得て対応する。 

６）ハラスメント相談員 

ハラスメント相談マニュアルに基づきハラスメントに関する相談等に対応する。 

（４）学生支援の責任者と責務 

① 責任者は、学部にあっては学部長、研究科にあっては研究科長とする。 

② 上記（３）の窓口となっている者は、学生から相談を受けた場合、自身で解決出来な

いと判断した際は、責任者に相談する。 

③ 相談を受けた責任者は、対処方法を検討して関係者に指示するものとする。なお、 

必要があると認めた場合には、学長に相談・報告する。 

④ 学生支援に関わる者の意識の高揚及び資質の向上を目的として、各委員会の協力を得

て教職員の自己研鑽を進める。 

（５）学長への報告 

責任者は、生命への危険性が高い事案、ストーカー行為を受けている事案、親密な関係

にある者から身体的・精神的暴力を受けている事案等の重要な事象について、学長に報告

し、学長の指示を受けて対応する。 

（６）学生支援会議 
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長野県看護大学学生支援会議設置規程による。 

（７）ハラスメントに当たる事象 

相談窓口となる者は、相談を進めるに伴って学生の抱える問題が明らかになり、ハラス

メントにあたると判断できる事象が確認された場合、ハラスメント相談として対応するこ

とについて学生の了解を得たうえで、ハラスメント防止委員長に報告する。 

（８）学生支援体制の見直し等 

   支援体制の見直し等、学生の支援に関することは、教授会の審議を経て学長が決定する。 

（９）事務局 

学生支援に係る事務は、教務・学生課が担当する。 

 

 

２ 学年顧問 

（１）学年顧問の役割 

  学年顧問は、学生に身近な存在として学部長の指揮のもと、学生の学習や生活に係る相談

を受ける。なお、原則として入学から卒業までを同一教員が担当する。 
（２）学年顧問の主な仕事 

① 学生の生活面の困りごとの相談

② 学生の学習面の相談（履修単位の修得、実習に関すること、休学・退学等）

③ 学生の健康面に関する相談

④ 学生の進学・就職、国家試験の準備等に関する相談、看護師国家試験不合格時の支援

⑤ その他 奨学金の推薦状の作成等

⑥ 学生支援会議に出席する

 
 
                                                     〔平成 27 年 11 月 17 日教授会了承〕 
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学生支援員・就職支援員 

保健室（精神・身体の健康相談） 
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重大事案の対応 
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学生支援体制＜平成 28 年 4 月～＞ 

〔
対
応
協
議
〕 

〔報告・相談〕 

※ 点線は必要に応じて対応する。 
※ 事務担当は教務・学生課 
 

各委員長（学生・教務・実習・ハラスメント防止等） 

〔必要に応じた迅速な相談〕 
 

健康センター相談員（外部） 

【学生支援会議】 
議 長＝責任者 

※必要に応じて会議を開催 
〔
招 

集
〕 

〔情報の一元化〕 
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⑦ クラス委員との連絡・調整 

（３）学生からの相談に関して学年顧問が連携する部署／担当者 

   学生の相談内容や問題となっている事項に応じて、就職支援員、学生支援員、保健室保健

師、健康センター長、卒業研究担当教員、教務・学生課等の関係者と連携して対応する。 

また、必要に応じて学部長に相談・報告をする。 

（４）保護者との連絡 

   学生の保護者への連絡が必要な場合は、学部長に相談のうえ、適任者が対応することとす

る。また、その結果について学部長に報告する。 

令和４年度学年顧問 
学年 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 
顧問の 
氏 名 

柄澤准教授 有賀講師 近藤講師 河内准教授 
熊谷講師 上條助教 井本講師 曽根講師 

 ※ 卒業延期生の学年顧問は、卒業まで同じ教員が担当 

（５）学年顧問の活動報告 

＜相談状況＞ 

 人数等 

 

 

相談内容 

相談内容別実人数（人） 
（１人の学生が、複数の相談をした場合は、相談内容毎に１人とカウント） 

履修・

学習  
アルバイト 

進路・ 

就職  
対人関係 健康 家庭環境 その他 

１年 5 0 0 0 0 0 0 

２年 12 1 4 0 3 0 4 

３年 5 0 0 0 2 0 0 

４年※ 5 0 0 0 0 0 0 

                                   ※卒業延期生を除く 

＜総括＞ 

１）１学年 

多くの学生は特に問題なく学生生活を送ることができた。後学期の終盤で、前学期の科

目を取得できなかった学生に面談を行い、学習面や生活面への支援を教務・学生課や保健

室保健師と情報共有しながら行った。その後、一部の学生から体調不良や精神的な不安定

について相談があり、保健室から受診につないでもらった。継続的にサポートが必要と思

われる学生には、本人の希望を聞きつつ次の面談日を決め、計画的に面談を行った。その

間も、いつでもメール等で連絡してほしいことや、体調不良や不安などあれば保健室等に

相談するように話をした。休学に至った学生についても、復学について確認する時期など

予定を立て、長期的な視点を持ってサポートするなど対応した。 

今後も、学生の学習状況と健康や生活面について把握しながら、保健師や学生支援員、

事務局の職員らと情報を共有し、支援を継続していく。 

２）２学年 

  多くの学生は特に問題なく学生生活を送ることが出来た。体調不良のため休学していた

学生は、復学後履修計画通り単位を取得できている。親を交えた面談を実施し、体調につ

いては目覚ましい回復は見られないものの、学生なりに自分の体調に向き合いながら大学

生活を送っていることを確認した。引き続き保健室保健師と連絡を取り合い、学生および

親への支援を続けていく。 
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また、新たに 4 名の学生が必修科目の単位を取得することができなかった。単位を落と

した学生と個別に面談を行い、学修へのモチベーションを失わないように学生の思いを傾

聴し、履修計画の検討・立案をした。学生の講義への参加状況などを勘案しつつ、必要に

応じて面談を実施していく。 

一部学生の精神面や行動の影響で、複数の学生の生活や学修に影響がでたことがあり、

学生支援員、保健室保健師とともに対応を行った。引き続き学生支援員、保健室保健師と

情報共有をはかりながら、学生の心身の健康へ注意を払っていく。 

学生から、欠席時の代返を依頼している学生がいるのではないかという訴えがあったた

め、学生として相応しい学修姿勢を見直すように、学生全員に対しメールにて注意喚起を

行った。一部学生には個別面談を実施し、学生便覧を用い大学の規定を振り返った。 

奨学金を受けている学生に対し、学修状況の聞き取り、奨学金貸与に必要な書類の作成

を行った。各学生はそれぞれに夢や目的を持っているため、学生とのコミュニケーション

を通し、それらが叶えられるように学生への支援を継続していく。 

３）３学年 

 多くの学生は自身の健康に留意し、ハイブリット授業や実習などに取り組むことができ

ていた。後学期から開始された領域別実習においては、メンタル面の不調を訴える学生が

おり、必要時学生の学修状況および体調面について担当教員や保健師と情報共有を行った。 

    今後も引き続き学習姿勢や健康面の変化を早期に把握できるよう保健室保健師、教務・

学生課職員、学生支援員らと連携して支援していく必要がある。 

また、必修単位が修得できなかった学生には、次年度の履修計画に向けて面談を行った。

履修計画に沿って進められるように継続した支援が必要である。さらに、継続して休学を

している学生に対しては復学支援を行っていく必要がある。 

４）４学年 

   大半の学生は日常生活に留意しながら、実習や授業、卒業研究等に取り組み順調に学

修を進められた。年度当初、該当学生と面談を行い履修計画について確認した。本年度

新たに卒業延期、休学や退学となった学生はいなかった。 

就職については、多くの学生が希望する職種での内定が得られた。国家試験の合格率

（本年度卒業生）は、看護師 100％、保健師 94.0％、助産師 80.0％であった。 

 卒業延期となった学生については、今後も履修計画が遂行できるよう適宜メールや面談

を通して、学生支援員や就職支援員らと連携し支援を継続していく予定である。 

 

３ 新学期の学生生活ガイダンスの実施等 

（１）新学期の学生生活ガイダンスの実施 

  新学期開始直前に、各学年に対して学生生活ガイダンスを実施した。 

（２）交通安全講習会、防犯講習会の開催 

  新学期開始直後に、すずらん寮に入居する１年生とアパート暮らしを始める２年生を対

象に、駒ヶ根警察署の警察官を講師に交通安全講習会と防犯講習会を実施した。 

（３）ワーキングセミナー  

アルバイトに関するトラブルを未然に防止するため、県労政事務所の職員を講師に迎え、

「アルバイトをする上で知っておきたいこと」をテーマにワーキングセミナーを開催した。 
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第２節 キャリア形成支援 

１ 在学時における進路支援 

（１）就職・進学に関する支援 

１）キャリアガイダンスの実施 

２）進路希望調査の実施  

４学年 ４月：求職票の提出 

３学年 ４月および 12月：進路希望調査票の提出 

３）個別面談の実施 ４月：卒業予定者全員を対象 

４）求人票・募集要項等の整備 

５）「進路の手引き」(キャリア支援ハンドブック)の作成：全学年および全教員に配布 

６）求人等に関する来訪への対応 

７）職場体験(インターンシップ)・職場見学等の紹介や斡旋 

８）各種進路関係情報の提供(合同説明会の開催等の情報提供、進路情報誌の配布など) 

９）大学院等の募集要項の整備 

10）応募及び採用試験への支援 

   希望者に応募書類作成支援、面接試験個別練習、面接ビデオや関係図書の整備など 

11）公務員・養護教諭等の受験対策 

公務員対策講座への参加斡旋、参考図書等の整備、希望者への個別受験指導など 

 12）新社会人ワーキングセミナーの開催 

13）その他 

進路資料室の整備・充実、キャリア支援のあり方についての見直し・検討など 

（２）支援の実施状況・結果 

＜一年次＞ 

 キャリアガイダンスⅠ ５月 10日（火）14:40～16:10 

ねらい 

○大学における進路選択や就職活動等についての基本的な知識を身につけ

る。 

○本学の卒業時に取得できる免許や資格等を理解する。 

○卒業生の進路動向等により卒業後の進路の可能性を考える。 

○卒業後の進路を見通すことによって学習意欲を高める。 

○学内外の様々な進路選択に関するサポート資源を理解する。 

内 容 

○本学の進路指導体制や卒業生の進路先など基本的な事項の説明を行う。 

○マイナビ講師によるキャリア形成についての講義を行う。 

○入学時点の進路希望について、レポート「卒業後の私」を提出する。 

 

＜二年次＞ 

キャリアガイダンスⅡ（卒業生シンポジウム）８月５日（金）10:40～12：10 

ねらい 
○複数の卒業生による就職活動や職業生活に関してのシンポジウムに参加し、

進路意識を育むとともに看護職のキャリア形成について考えを深める。 

内 容 

○卒業生による体験等を踏まえたキャリア形成のためのシンポジウムを行う。 

シンポジスト：樋屋 小春 （辰野町役場 保健福祉課 保健師） 

中村 友美 （伊那中央病院 助産師） 

白鳥 魁人 （信州大学医学部附属病院 看護師） 
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＜三年次＞ 

 キャリアガイダンスⅢ ①７月１日（金）13:00～16:10 

②12月 19日（月）13:00～14:30 

ねらい 
○卒業学年を控えて、希望や個性、特性に応じた進路先を考え、その実現を

図るための情報を得るなど就職活動に必要な知識や態度を養う。 

内 容 
 

①職場での管理的業務を担当している講師（看護師・保健師）の方々に、職

場の現状や看護大生への期待などについて講義を行っていただく。 

講師：代田 とみ子（本学助教 前飯田市立病院副院長兼看護部長） 

下原 千恵子（長野県健康福祉部医師・看護人材確保対策課担当係

長） 

 マイナビ講師による具体的な就職活動（インターンシップ・見学会など）

についての講義を行う。 

②医療現場や自治体の採用状況、及び公務員試験・教員採用試験など、具体

的な就職活動について、講義をしていただく。また、３年生にとっての２

回目の進路希望調査を行う。 

講師：生井 佑樹 （㈱マイナビ キャリアサポート担当） 

担当：花岡 秀樹 （本学就職支援員） 

 

＜四年次＞ 

キャリアガイダンスⅣ ４月６日（水）14:50～15:20 

ねらい ○卒業学年として、就職活動・採用試験に必要な知識や手続きを確認する。 

内 容 

○採用試験までの具体的な手順や履歴書(エントリーシート)の書き方、面接

試験や小論文等の筆記試験への対応、求職票の提出についてなど、具体的

な就職活動を進めるにあたって必要となる事項の説明を行う。 

 

（３）卒業生の就職・進路状況 

１）長野県内への就職者は 43 名（55.8％）で、昨年度の県内就職率（65.4％）を下回った。 

県内出身者の県内就職率は 75.9%で、昨年度（84.7％）に比べ下がった。県外出身者の

長野県内への就職者が２名あった。 

２）看護師は 61 名（昨年度 60 名）で、全就職者の 79.2％（昨年度 76.9％）を占めている。 

助産師は４名で、昨年度の５名から減少した。就職者数上位の病院は、伊那中央病院

（11 名）、信州大学医学部附属病院（６名）、飯田市立病院、湘南鎌倉総合病院（神奈川 

県）（以上４名）となっている。 

３）行政保健師は県内９名で、昨年度（11 名）と比較すると減少した。ほかに県外の行政

保健師が２名であった。 

４）進学では、大学院助産学分野（県外）へ１名、助産学専攻科等 1 年制助産師養成施設へ

４名（県内１、県外３）進学した。また、養護教諭特別別科（県外）への進学が１名あっ

た。 
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（４）課題及び方策 

１）就職希望者が少ない県内の地域中核病院や小規模自治体（行政保健師）について、関係

機関等との連携を図り、学生の関心を高め就職に結びつくような方策を検討していく。 

２）養護教諭を志望する学生に対する支援について、具体的な方策を構築するよう努めていく。 

３）生涯にわたるキャリア形成に資するため、各学年におけるキャリアガイダンスの充実に

努めていく。 

４）学生の確かな進路選択のために、早期からの病院説明会やインターシップへの参加を促

し、個人面談等をとおして、適切な指導助言に努めていく。 

 

２ 国家試験の対応状況 

（１）国家試験への支援の概要 

１）模擬試験の実施 

看護師３回、看護師必修１回、保健師２回、助産師２回実施 

   本学教員に対して模試結果等の関係資料を情報提供 

― 95 ―

１．学部卒業生（ 84名)

（１） 就　　職  （77名）

医療機関・行政機関等 看 保 助 教 他 計 医療機関・行政機関等 看 保 助 教 他 計

伊那中央病院 10 1 11 湘南鎌倉総合病院（神奈川県） 4 4

信州大学医学部附属病院 6 6 横浜南共済病院（神奈川県） 2 2

飯田市立病院 4 4 利根中央病院（群馬県） 1 1

長野市民病院 2 2 渋川医療センター（群馬県） 1 1

長野赤十字病院 1 1 2 自治医科大学附属さいたま医療センター（埼玉県） 1 1

浅間南麓こもろ医療センター 2 2 船橋中央病院（千葉県） 1 1

長野松代総合病院 1 1 国立がん研究センター東病院（千葉県） 1 1

長野中央病院 1 1 新松戸中央総合病院（千葉県） 1 1

佐久医療センター 1 1 総合病院国保旭中央病院（千葉県） 1 1

相澤病院 1 1 三井記念病院（東京都） 1 1

丸の内病院 1 1 杏林大学医学部付属病院（東京都） 1 1

岡谷市民病院 1 1 レジーナクリニック（東京都） 1 1

輝山会記念病院 1 1 北原国際病院（東京都） 1 1

長野県 1 1 三宿病院（東京都） 1 1

長野市 1 1 国立国際医療研究センター病院（東京都） 1 1

伊那市 1 1 都立大塚病院（東京都） 1 1

駒ヶ根市 2 2 神奈川県立こども医療センター（神奈川県） 1 1

飯山市 1 1 富山県済生会高岡病院（富山県） 1 1

佐久市 1 1 中部国際医療センター（岐阜県） 1 1

安曇野市 1 1 順天堂大学医学部附属静岡病院（静岡県） 1 1

富士見町 1 1 藤枝市立総合病院（静岡県） 1 1
名古屋大学医学部附属病院（愛知県） 1 1

計 31 9 3 0 0 43 豊田厚生病院（愛知県） 1 1

愛知医科大学病院（愛知県） 1 1

（２） 進　 学  （6名） 春日井市民病院（愛知県） 1 1

佐久大学助産学専攻科 1 藤田医科大学ばんたね病院（愛知県） 1 1
高崎健康福祉大学大学院修士課程助産学分野 1 関西労災病院（兵庫県） 1 1

新潟大学養護教諭特別別科 1 葛飾区（東京都） 1 1
聖隷クリストファー大学助産学専攻科 1 幸田町（愛知県） 1 1

静岡県立看護専門学校助産学科 1 よろず（神奈川県） 1

静岡医療科学専門大学校助産学科 1

計 30 2 1 0 1 34

（３） その他  （1名） 県内・県外　合計 61 11 4 0 1 77

２．博士前期課程(修士課程)修了生  ( 7名）

（１） 就　　職  （ 7名） ［看：看護師、助：助産師、保：保健師 教：教員］　　　（単位　名）

医療機関・行政機関等 看 保 助 教 他 計 医療機関・行政機関等 看 保 助 教 他 計
伊那中央病院 2 2
飯田市立病院 1 1 計 0
長野県看護協会 1 1 県内・県外　合計 4 0 0 3 0 7
長野県看護大学 3 3

計 4 0 0 3 0 7

（２） 進　学  （ 0名）

（３） その他 （ 0名）

３．博士後期課程修了生　( 0名）

長　野　県　内

長　野　県　外

長      野     県     外

　         令和４年度 卒業生の進路状況                        令和5年3月31日現在

［看：看護師、助：助産師、保：保健師 教：教員］　　　（単位　名）

長      野     県     外長     野     県     内

長     野     県     内



２）国家試験受験手続説明会の開催 

   10月 願書の作成について指導、願書の取りまとめ、願書提出（郵送） 

２月 受験票の交付及び受験に関する留意事項等の説明 

３）国家試験受験関係業務 

   受験に必要な書類（願書、修業見込証明書等）の整備・点検および提出 

４）免許申請手続き説明会の開催 

   ２月 免許申請書類の配布及び留意事項等の説明 

５）合格発表後の進路指導 

   合否状況の確認 不合格者に対する支援 

６）既卒不合格者の受験手続や模試等の支援 

７）国家試験対策補講の実施（１月に実施） 

８）国家試験受験対策ガイダンス（４月と 10月に実施） 

９）受験参考書籍等の整備 

 

（２）国家試験に関する実績 

令和５年２月実施の国家試験では、看護師については受験者全員が合格することができ

た。助産師で１名、保健師で５名の不合格者があり、助産師から看護師への職種変更が１

名あった。他は希望どおりの就職であった。 

＜令和４年度国家試験の合否状況＞ 

 

（３）課題及び方策 

１）受験者全員の合格を目指して、国家試験受験ガイダンスの充実や公開模擬試験および特

別補講など今までの取り組みを更に発展・充実するよう努めていく。 

２）助産師資格受験者に対して、充分な受験準備ができるよう支援していく。 

３）既卒の受験者に対しては、受験手続きの相談に応じるとともに公開模試の受験促進など

の支援を継続していく。 

 

第３節 保健厚生 

１ 概要 

 保健室では、学生が心身共に健康で充実した学生生活を送れるよう健康診断や健康相 

談、傷病等緊急時の応急処置などを行っている。設備は、ベッド、応急セット、衛生用品、

薬品棚、書類保管庫、寝具入れ、車椅子１台、血圧計、身長体重計、視力計などがある。保

健室には、常勤保健師１名が配置されている。必要に応じて学校医へ相談し、学生支援員

（看護師）、学年顧問らと協力・連携して対応している。 

 ○保健室の役割・業務内容 

① 傷病者の応急処置に関すること 

② 健康診断、健康管理に関すること 
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出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率

第109回保健師 91 91 84 92.3% 84 84 79 94.0% 7 7 5 71.4%

第106回助産師 5 5 4 80.0% 5 5 4 80.0% - - - -

第112回看護師 85 85 85 100% 84 84 84 100% 1 1 1 100%

総　　　　　　数 新　　　　　　卒 既　　　　　　　卒



③ 保健指導及び健康相談に関すること 

④ 教育研究活動中の災害を補償する保険に関すること 

⑤ 感染症予防や予防接種に関すること 

⑥ 学校行事等の救護 

⑦ その他保健に関すること 

 

２ 実績 

（１）保健室利用状況 

   令和４年度の保健室利用状況を表１に示す。相談内容は、体調不良、怪我、月経に関す

ること、実習、友人関係、進路、精神的問題に関することなど多岐に渡っている。体調不

良や怪我等の状況により、受診同行や保護者への連絡などの支援も行った。 

また、令和４年度は全国的に新型コロナウイルス感染症の爆発的な発生により、感染者

（疑いを含む）、濃厚接触者が 144名、感染性胃腸炎等感染症のため 6 名、合計 150名の学

生が出席停止となった。具体的には、感染が疑われる症状のある学生は、学内演習、実習

などの対面授業のみ、出席停止扱いとした。感染症を発症した学生等に対する保健指導、

大学全体に向けての注意喚起・予防啓発を行い、その結果、重症化した学生や感染拡大・

集団感染はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）定期健康診断の項目と受診状況 

 定期健康診断の項目は、①身体測定（身長と体重）、②血圧測定、③胸部Ｘ線検査（間

接撮影）、④血液検査（貧血）、⑤尿検査、⑥内科診察の８項目である。令和 4 年度の受診

率は 100％であった。 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
935 135 155 204 127 120 66 221 250 86 33 33 2,365

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
672 37 709
4 7 7 2 0 3 2 4 3 2 5 6 45
4 7 8 2 0 4 2 5 5 2 6 10 55
32 9 10 7 27 3 3 4 6 5 2 3 111
50 9 10 7 28 3 3 4 6 5 2 6 133
20 8 15 6 5 7 11 6 2 3 3 1 87
20 8 15 6 5 7 11 6 2 3 3 2 88

84 92 40 2 144 168 81 611
92 11 2 6 2 2 3 1 2 0 1 122
1 3 1 1 1 3 1 11
1 1 1 3

2 6 50 40 18 25 40 45 48 12 10 296
50 42 5 1 2 6 5 7 4 7 2 2 133
21 21 9 10 6 5 3 10 12 1 98
1 1 3 1 1 3 1 1 12

6 4 2 1 1 1 2 1 1 1 20
23 25 7 3 7 33 5 6 1 4 3 3 120

2 22 1 3 28
3 2 2 7

（１）年間利用者数

利用者数

（２）年間利用件数内訳
利用内訳

来
室
理
由

健診会場・内科検診
健康相談（精神）実
健康相談（精神）延べ
健康相談（身体）実

書類作成・手続き
学生呼び出し
その他

　表１　保健室利用状況

学内出動
電話相談・報告
書類提出
健康チェック
応急処置
衛生用品貸し出し等

健康相談（身体）延べ
健康相談（その他）実
健康相談（その他）延べ
予防接種・採血
検査・計測
休養
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 定期健康診断の結果、各項目に異常が見られた者や自覚症状のある者には、受診指導や

保健指導を行っている。精神的不調の兆候が見られる者には、個別面接を実施し、必要に

応じて定期的な面接、受診勧奨などを行っている。 

   

 

３ 今後の課題 

学生相談の窓口としては、保健室、学生支援員、学年顧問など複数整備され、学生は相談

者を選択することができる。相談対応者は、学生支援会議や個別のカンファレンス等による

情報共有や支援の連携が必要であり、その際には本人の同意やプライバシー保護に十分留意

することが重要である。 
また、受診支援や救急搬送の際には家族への連絡が必要となるが、家族からの支援を受け

ることが難しい学生もあり、支援体制の検討が必要である。 
心身の健康問題が学業に及ぼす影響は大きく、特に科目試験や課題提出が重なる時期や実

習期間などには食事の乱れや睡眠不足から体調を崩す傾向がみられる。激しい月経痛などか

ら失神する事例もあるため、学生が日頃からセルフケアできるよう指導していく必要がある。 
  令和３年度はこれに加え、新型コロナウイルス感染症対策のためのオンライン授業の影

響と思われる心の不調を訴える学生がみられた。元の授業形態にはすぐには戻らないと思

われるので、しばらくは、学生の心の不調への対応が重要となる。 

 

第４節 修学資金等 

１ 資金の種類 

事務局で取り扱っている奨学金は「日本学生支援機構奨学金」、「長野県看護職員修学資

金」、「上伊那広域連合看護師等修学資金」の３種である。本学独自の奨学金はない。 
（１）日本学生支援機構奨学金 

大学全体の貸与率は 34.2％、学部生では 38.2％で３分の１を超える学生が利用してい  

る。大学院生の貸与者はいない。 

（２）長野県看護職員修学資金 

大学全体の貸与率は 2.6％と低い。これは、本資金の貸与対象者を「免許取得後（若しく

は大学院修士課程修了後）、直ちに県内の返還免除対象施設で就業する意思があること」

としているためと考えられる。 

  ＜学部生＞ 

   ・病床数 200 床未満の病院 ・精神病床を 80％以上有する病院 ・過疎地域にある病

院（県立木曽病院、飯山赤十字病院） ・診療所 ・介護老人施設 ・指定発達支援

医療機関 ・重症心身障害児施設 ・母子健康センター（助産師に限る） ・地域保

健法に規定する特定町村（保健師に限る） ・訪問看護ステーション（上記免除施設

で３年以上の実務経験が必要） 

  ＜大学院生＞ 

   ・医療法第１条の２第２項に規定する医療施設 ・母子健康センター ・地域保健法に

規定する特定町村 ・訪問看護ステーション（医療施設で３年以上の実務経験が必要） 

（３）上伊那広域連合看護師等修学資金 

   上伊那広域連合が、地域医療再生基金を原資として平成 23 年度に創設した制度で、貸

与対象者は、将来上伊那地域において看護職員の業務に従事しようとする者である。 

― 98 ―



地域を上伊那地域に限定していること、将来返還義務が生じない他の貸与制度との併用

ができないことから、貸与率は低い。 

   なお、平成 29 年度から、養成施設等の最終学年在学生への一回貸与支援へと制度改正

がなされたが、貸与者はいない。 

 

２ 実 績 

  各修学資金の貸与実績については、次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 授業料の減免 

（１）概要 

長野県看護大学条例では、令和２年度から開始された高等教育の修学支援制度の対象者、

その他経済的理由により授業料を納付することが困難な者、休学等の事情がある者に対し

て、授業料を減免することができることとしている。 

   また、希望する者について、年４回（４月、７月、９月、１月）に分納して授業料を

納付することができることとしている。 

（２）経済的理由による減免の実績 

 

 

 

 

 

 

 

○日本学生支援機構奨学金貸与状況

12 6 10 8 36 36
21 14 17 19 71 0 0 71
10 11 10 6 37 0 0 37
43 31 37 33 144 0 0 144
6 3 2 3 14 0 0 14
37 28 35 30 130 0 0 130
85 85 85 85 340 26 14 380

43.5% 32.9% 41.2% 35.3% 38.2% 0.0% 0.0% 34.2%貸与率（C/D)

給　付
第一種
第二種

延べ計（A）
併　用（B）
計（C=A-B）

修士課程 博士課程
合計

大学院生

学生数（D)

種別

学年 学部生

4学年 3学年 2学年 1学年 計

○長野県看護職員修学資金貸与状況

3 2 2 2 9 0 0 9
85 85 85 85 340 26 14 380

3.5% 2.4% 2.4% 2.4% 2.6% 0.0% 0.0% 2.4%

合計
種別 4学年 3学年 2学年 修士課程 博士課程

学年 学部生 大学院生

貸与者数（A）
学生数（B)
貸与率（A/B)

1学年 計

○授業料の減免

8 11 7 11 37 37
0 0 1 0 1 1
8 11 8 11 38 38
85 85 85 85 340 340

9.4% 12.9% 9.4% 12.9% 11.2% 11.2%
学生数（B)

減免率（C=A/B)

合計
種別 4学年 3学年 2学年 修士課程 博士課程

学年 学部生 大学院生

高等教育の修学
支援制度対象者

その他
計（A)

1学年 計
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第５節 サークル活動及び大学祭 

１ サークル活動 

正課の授業以外に行う課外活動を行うサークルは、令和４年度は 18団体であった。 

サークル活動は学生の自主性を尊重しつつ、サークル顧問として教職員が関わりサークル

活動の相談・支援を行っている。 

 

  令和４年度 団体・サークル等一覧表 

    

団体・サークルの名称 代表責任者 副代表責任者 顧 問 人数 

アカペラサークル 金田 真歩 日下部 朱里 千葉 真弓    5 

ＡＳＴＥＲＩＳＭサークル 溝口 佳歩 山野 莉愛 三浦 大志    20 

アンサンブルサークル 桜井 姫菜 大原 美緒 上條 こずえ    10 

軽音楽サークル 五味 エマルミ 上原 萌 御子柴 裕子 9 

室内管弦楽サークル 中村 陽香 仲二見 れい 千葉 真弓 6 

Skipサークル 福岡 胡桃 西川 裕希 屋良 朝彦 28 

ビブリオサークル 青井 茉里 荒井 李咲 白井 史 10 

ほがらかふれあい農園サークル 堀内 沙紀 南部 帆香 細田 江美 25 

まちづくりサークル 寺田 光沙 高津 伶実 望月 経子 30 

わらわらサークル 田ノ上 和里 和里田 瑠衣 座馬 耕一郎 16 

弓道サークル 荒井 李咲 西川 裕希 座馬 耕一郎 12 

スノーボードサークル 岸和田 真杜 山田 皐平 有賀 智也 32 

卓球サークル 村田 佳穂 橋本 真奈佳 喬  炎 10 

バスケットボールサークル 上條 夢來 伊藤 晶子 曽根 千賀子 22 

バドミントンサークル 垂見 渉平 下田 愛海 小口 翔平 53 

バレーボールサークル 宮前 萌実 町田 亜未 酒井 久美子 43 

フットサルサークル 宮下 華乃 脇坂 侑里 三浦 大志 42 

よさこいサークル鼓魂 竹澤 朱莉 佐藤 叶佳 近藤 恵子 19 

 

２ 長野県看護大学大学祭（名称「鈴風祭」：すずかぜさい） 

毎年９月上旬～中旬に２日間の日程で開催している。運営は１・２年生が中心となり、

鈴風祭実行委員会を組織し、準備・運営にあたる。令和４年度は９月３日(土)に規模を 

縮小して行い、その様子を動画にて公開した。 
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第６節 関係団体の活動 

１ 大学生協 

（１）概要 

１）組織 
   総会で選任された理事を構成員とする理事会の基に、生活協同組合活動を応援する学

生からなる学生委員会と教職員及び店舗職員が共同して、各種の学生生活を応援する活

動を行っている。また、生協活動および決算等について監査を行う監事についても、総

会で選任され、財務等の監査を行っている。 
   経営は、大学生協東京ブロックの会員サポート担当や、信州大学生協との業務委託契

約を伴うサポートを得て本学生協運営委員会で協議され、必要に応じて理事会での審議

や承認を得ながら、理事長の指示の元に購買書籍部及び食堂部の職員が日々の業務を行

っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）業務 

   看護大学生活協同組合は、平成 10年１月 21日に前身の看護大学福利組合から業務を引

き継いで運営が開始され、今日に至っている。 

その目的は、看護大教職員、学生等の組合員の生活の文化的、経済的な改善向上を目指

し、活動に取り組んでいる。 

 

（２）活動実績 

１）主な日常の業務 

大学生協パート職員により、以下の業務を行った。 

① 食堂部：昼食及び臨時の夜の飲食を提供した。 

② 購買書籍部：書籍、文具、生活用品及び保管食品を販売した。 

２）総会・理事会等開催 

   大学生協の理事及び理事等役員(理事：13 名、監事：５名)による理事会等を以下のと

おり開催した。 

項目 開催日 主な議題 

第一回理事会 
(総会) 

令和 4年 5月 25日 

理事長、専務理事の互選について 
代表理事の選出 
借入金限度額設定について
理事会議事録押印代行方式の採用について  

第二回理事会 令和 4年 7月 13日 

３～６月経営状況及び活動報告 
夏期営業日程について 
日本コープ共済生活協同組合連合会への出資金 

個人情報保護方針・個人情報保護規則の改正 

①運営組織図

②経営組織図

総会

理事会

監事

学生委員会

店舗・職員

理　事　長
購買書籍部・食堂部

(本部）
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第 3 回理事会開催日程について 
       

第三回理事会 令和 4年 9月 15日 
３～８月経営状況及び活動報告 
長野県最低賃金の改定について 
第 4 回理事会開催日程について 

第四回理事会 令和 4年 11月 21日 

３～10月経営状況及び活動報告 
食堂価格の改定について 

年末年始と年度末の営業スケジュールについて 
第 5 回理事会開催日程について 

第五回理事会 令和 5年 2月 16日 

2022年3月-2023年1月経営状況 

信州大学生協との業務委託契約更新について 

消費生活協同組合員外利用許可申請書の件 

2023年度予算提案 

第25回生協総会関連日程の承認・役員選挙管理

委員の指名 

総会開催日程の公示と期間・役員立候補受付と

締切日の提案 

法定脱退手続きに関する件 
第 6 回理事会日程と第 2 回監事会の日程の確認 

第六回理事会 令和 4年 4月 21日 
2022年度決算報告・第25回総会議案及び運営 
議案書作成・当日役割分担・役員立候補状況確
認・他 

※ 看護大学生協の会計年度は３月から翌年２月まで、役員の年度は５月の総会後から、

翌年の総会までとなっている。 

３）学生委員会による取組 

   看護大学の学生により、生協の活動を PR するとともに、学生の生活を支援するため、

学生委員会を組織し以下の活動を行った。 

月 主な活動内容 

３月 お引っ越しお助け隊（3/27･28  4/1･3･4）
５月 25 日 生協総会の運営と補助 
６月 「Ns の☆」制作開始 
７月 七夕装飾｢Ｎsの☆｣完成・発行1年生との交流 →中止

８月 鈴風祭模擬店準備→中止

９月 鈴風祭模擬店出店→中止

10月 ハロウィン企画 実施

12月 
クリスマスツリーの装飾 
クリスマス会（ケーキバイキング）計画・実施 

2023年 
3～4月 

新１年生に向けた学生委員会に関するチラシの作成・配布（生協資料に
同封） 
引っ越しお助け隊 

５月 生協総会の運営と補助 

４）その他の成果 

労働生産性の向上、ロス率の低い商品管理など業務の効率化などを進めたものの、コロナ

禍の影響で、供給高が減少していたが、本年度は 8.4％の伸長となり、学生、教職員の利用

が戻ってきていると考えられる。しかしコロナ渦前の供給には戻っていなく、また手数料収

入の低い商品の取り扱いが多くなっている。 
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（３）課題及び方策 

１）喫緊の課題 

アフターコロナを見据え食堂を中心に安定した経営を行うことが最重要な課題である。組

合員から概ね支持された食堂運営や購買部の活動がなされているものの、パート職員の入れ

替わりが昨年度に引き続き頻繁になっている。この為、継続性や引継ぎが課題となっている。

また、パート職員のモチベーションの向上を図り、より働きやすい職場（体制）づくりは成

長しつつあるものの、依然として急がれる課題が多々ある。 

 

２）長期的な課題 

正規職員の不在による不安定な運営が持続している。2007 年に正規職員（店長）の退職

後、パート職員のみで現場が運営されている。この運営体制による問題点がコロナ禍前より

あった上に、コロナ渦の影響で赤字経営となっていることが、最も大きな問題の１つである。

実態は、店長を雇用する余力がない状態であることが、組合員や大学に理解されていない。

この結果、理事長職をはじめ相当な負担がないと経営の展開が困難であることも同じく理解

されていない。大学の運営に生協のシステムが必要ならば、理事を様々な教職員に経験させ

るなど、経営の根幹的な問題に直面する機会を増やすとともに、教職員、学生にこの状態を

周知し取り組んでいく必要がある。 

 

２ 後援会 

（１）概要 

  長野県看護大学の運営に協力援助を行い、もって教育研究の発展に寄与するとともに、

学生が豊かで充実した学生生活を送れるよう福利厚生事業等を行うことを目的として、平

成７年４月８日に発足したものである。 

組織は、総会並びに会員から選出された理事及び監事からなる役員会があり、業務･立案

は、理事から選ばれる会長及び副会長と理事により行われている。事務局は、会則に基づき、

看護大学事務局総務課に置き、看護大学事務局次長が事務局長として庶務会計の事務を行っ

ている。 

主な業務 

・学生の課外活動に対する援助 

・学生の生活指導・厚生等に対する援助 

・大学の運営・教育設備の設備充実等に対する協力 等 

 

（２）活動実績 

１）主な業務 

①学生自治会への補助（サークルの活動に係る費用を補助） 

②サークルへの補助（地域貢献的な活動・大学の PRにつながる活動の経費を補助） 

③第 25号後援会だよりの発行、後援会アンケートの実施、新入生入学式昼食代負担、 

役員会等の開催 

④上穂町区費、町内会費の支出 

⑤卒業記念品、卒業生への記念品購入 

⑥国家試験対策ガイダンスの経費負担、進路指導書・問題集等購入 
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⑦Ｂ型肝炎・インフルエンザワクチン予防接種に係る経費負担 

 

２）総会・役員会等開催 

項目 開催日 主な議題 

総会 
（書面） 

令和４年５月 31日
発送 

令和３年度事業報告・収支決算報告について 
予備費使用の承認を求めることについて 
令和４年度事業計画・収支予算について 
令和４年度役員の選任について 
みらい基金の移管について 

第１回役員会 
（オンライン） 

令和４年７月６日 
 

令和４年度総会（書面）の結果について 
令和４年度会長・副会長の互選について 
令和３年度卒業生・修了生の進路状況及び国家試験結
果等について 
後援会運営基金特別会計の廃止について 
令和４年度後援会行事予定について 

第２回役員会 
（オンライン） 

令和４年 10月 13日 

令和４年度事業中間報告等について 
令和４年度後援会アンケート実施結果について 
令和５年度役員体制について 
みらい基金について 

会計監査 令和５年３月 20日 
令和４年度後援会会計・後援会特別会計・実習交通費
会計・みらい基金会計監査 

第３回役員会 
（オンライン） 

令和５年３月 23日 

令和４年度事業報告・収支決算報告について 
令和５年度役員の確認と新役員の依頼について 
令和４年度卒業生・修了生の進路内定状況について 
令和４年度実習交通費会計の状況について 
令和５年度総会について 
令和５年度の日程について 

 

（３）課題及び方策 

後援会の事業内容等について、必要性や有効性の観点から、随時、検討・見直しを図って 

いく。 

 

３ 同窓会 

（１）概要 

同窓会「鈴風会」は平成 15年、長野県看護大学創立 10周年を機に設立された。会の名称

は、母校の学園祭「鈴風祭」と同様に、駒ヶ根市を象徴する「すずらん」と「風」をイメー

ジして付けられている。 

  鈴風会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校と看護学の発展に寄与することを目的と

して活動しており、その目標は、母校と会員（卒業生・修了生）とをつなぐ架け橋となる

ことである。主な事業は、以下のとおりである。 

・会員名簿の作成及び会報の発行 

・総会、講演会、研修会等の開催 

・母校の後援及び相互の連携に関する事項 

会員は、会員（卒業生・修了生等）、準会員（在学中の学生）に分けられる。最高議決機

関として総会があり、ここで鈴風会の活動に関する決定がなされる。実務機関として執行部

会があり、会長・副会長・会計・庶務の各役員で運営されている。 
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（２）活動実績 

１）令和 4年度基本方針 

・会員同士のネットワーク強化  

・同窓会活動の充実 

【活動内容】 

＜会員同士のネットワーク強化に関すること＞ 

○ホームページの活用及び会員の参加しやすい活動方法の検討 

令和 3 年度に会員からの意見を参考に、ホームページの大幅な修正、Google Forms

の導入を行い、運用しながら改善を続けている。また、連絡先不明者対策として会員

宛の郵送物に QR コードを掲載してホームページへのアクセスの簡便化を図っている。 

○学園祭での同窓会活動の発信 

学祭がオンデマンド配信に急遽変更となったため、活動が行えなかった。  

＜同窓会活動の充実に関すること＞ 

○入会者増加のための検討 

未入会者が増加しているため、SNS等を活用し入会促進を行った。 

○今後の活動内容の検討 

ホームページを活用して同窓会に関する意見を募集し、検討を行った。 

   ○母校との連携 

個人情報提供請求が、長野県看護大学大学院入試広報部会と長野県看護大学看護 DX

教育準備プロジェクトの 2 件から依頼があり、個人情報提供検討委員会で検討した。

前者は大学院の案内を配送するため、後者はアンケート調査の依頼のためであり、そ

れぞれ承認された。提供した個人情報が適切に使用されたことも確認した。 

  ２）令和 4年度活動日程 

活動 開催日 主  な  議  題  等 

第 1回 
執行部会 

令和 4年 4月 25日 

・令和 4年度新入生入会状況 

・令和 3年度卒業生の加入状況 

・今年度の活動について 

・住所不明者への対応について 

・未入会者への対応について 
第 2回 
執行部会 

令和 4年 4月 26日 ・自己点検報告書について 

第 3回 
執行部会 

令和 4年 6月 16日 ・個人情報提供について 

第 4回 
執行部会 

令和 4年 10月 27日 ・個人情報提供について 

第 5回 
執行部会 

令和 5年 1月 18日 
・総会について 

・卒業記念品の準備について 

第 6回 
執行部会 

令和 5年 3月 29日 

・第 21回定例総会第 1～5号議案の決議について 

・総会案内ハガキ郵送後の住所不明者について 

・一斉メールの登録変更 

・新旧役員顔合わせ 

※新型コロナウィルス感染症の感染状況を鑑み、一部はメールやオンラインで実施した。 
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（３）課題及び方策 

鈴風会設立以来、新入会員の会費徴収は大学にご協力いただいていたが、平成 28 年度よ

り徴収方法が変更となったことから、入会者及び会費収入が以前と比べ、約 4割以上低下と

大幅に減少している。そのため、活動の拡大は困難であるが、入会促進を図るとともに、会

員・準会員にとって有意義な活動となるよう検討を進める必要がある。令和 5年度の活動方

針は以下のとおりである。 

１）会員同士のネットワーク強化 

・ホームページによる情報発信を継続し、同窓会活動に参加する会員の増加を図る。 

２）同窓会活動の充実 

・鈴風会の活動継続に向け入会者の増加を図るため、新入生や在学生への入会案内方法や

会費徴収方法についてさらに検討を進める。 

・鈴風会の活動の充実を図るため、通知やホームページなどを通して、活動に対する会員

の意見を募集する機会を引き続き設ける。 

・ホームページを活用し、鈴風会に対する会員の意見を募集する機会を設ける。 

・母校の発展に寄与できるよう貢献事業を実施し、本会に対する要請にも対応していく。 
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第７章 施設の管理運営等 

第１節 施設の状況 

１ 施設の全体概要 

（１）校地 

  本学の校地面積は、75,733 ㎡と学生数の割に広大であり、東に南アルプス、西に中央

アルプスを望む恵まれた自然環境の中で、古代ギリシャ都市の｢アゴラ｣に倣って設けた

中央広場を中心に、その周りに図書館・教育研究棟・講堂・学生食堂・管理棟を配置し

ている。また、道路を挟んで屋内プール棟・有酸素運動研究コース・語らいの並木が併

設されている。 

校舎敷地 運動場用地 寄宿舎用地 プール他用地 計 

36,951.00㎡ 15,948.00㎡ 5,760.00 ㎡ 17,074.00㎡ 75,733.00㎡ 

（２）施設・設備 ※利用状況等は平時の内容 

１）管理棟（2,242.13㎡） 

学長室、事務室、会議室、応接室、保健室、食堂、売店が配置されている。 

食堂については、カフェテリア方式で 185 席の利用が可能となっており、また、売店

が併設され、パン・おにぎりなどの食品や文具等を販売している。両部門とも、長野県

看護大学生活協同組合が組織され、経営を行っている。 

２）教育研究棟（9,079.39 ㎡） 

講義室、演習室、実験室、自習室、情報処理教室（パソコン 53台）、LL 教室（機器 50台）、

研究室、大学院生研究室３室等を配置している。 

講義室が大・中・小合わせて８室、実習室が「基礎」「成人」「母性・小児」「地域・老

年」など看護領域ごとに６室、その他実験室、自習室などを完備している。 

なお、大・中講義室を中継・共有する遠隔講義システム、インターネットによる講義

配信により、分散・リモート形式での授業を大学内、自宅での受講を可能としている。 

３）講堂（962.43㎡） 

503席を配置し、AV 設備、音響設備等を備えたもので、ピアノも設置している。 

利用は、入学式や卒業式の他、公開講座とともに、学生の音楽系サークル活動（練習、

ライブ、コンサート等）にも利用されている。 

４）図書館（1,200.62㎡） 

   閲覧室 80 席、教員学習室、グループ学習室、AV ルームを設置している。 

利用時間は、平日９時～19 時、土日休館。ただし、実習期間中は、平日が 21 時まで、 

土曜日 10時～16 時、日曜休館としている。 

５）体育館（893.68㎡） 

   構造材や内装材に木材を多用した造りで、バスケットボール１面、バレーボール２面 

がとれる。学生は、授業の他にサークル活動や個人利用も申し出により常時利用可能と 

している。また、届出により大学未使用時には、地域団体（自治会・スポーツクラブ） 

等中心に開放している。 

６）学生棟（802.21㎡） 

   学生ホール、自治会室、クラブ室等を配置して、学生の自治会活動やサークル活動に

利用している。 

７）屋内プール棟（1,131.64㎡） 

   通年で利用可能な６コース（25ｍ）の温水プールを設置し、そのうち１コースがスロ

ープコースとなっている。また、筋力トレーニング機器を備えたジムと鏡張りスタジオ

形式の測定室が併設されている。学生は常時これらの設備を使用できる。 
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温水プールについては、本学主催の高齢者水中運動教室などの教育研究活動の一環と

して活用されている。 

また、長野県障がい者福祉センターの南信地域における拠点である障がい者スポーツ

支援センター駒ヶ根として障害者に開放している他、地元駒ヶ根市の健康教室、消防署

の救助訓練等にも利用されている。 

８）グラウンド・テニスコート（15,948.00 ㎡） 

   250ｍトラックが設置可能なグラウンドと、夜間照明を備えた全天候型テニスコートが

４面併設されている。 

   学生は、サークルや個人で常時利用できる。届出により大学の未使用時間（土日含む）

には、地域団体（中高学校部活動・スポーツ少年団）等中心に開放している。 

９）有酸素運動コース（12,505.00 ㎡〔隣接の「語らいの並木」を含む〕) 

コース延長 600ｍの歩経路のほか、地域自治会住民と学生が協働して植付け・管理など

を行う「ふれあい花壇」、「ほがらか農園」を設置している。 

また、大学正面へ続く道路を囲んでケヤキ並木の「語らいの並木」を整備している。 

10）寄宿舎（2,504.44㎡） 

   ２棟 80 室（１DK）に学部１年生が入居しており、２年以降は地元のアパートを借り

ている。 

11）非常講師勤宿舎（328.00㎡） 

   全国各地から非常勤講師を招聘できるよう、１棟８室の宿泊施設を整備している。 

また、研究のために帰宅が遅くなる大学院生の宿舎としても活用している。 

○施設規模一覧 

教育研究棟 管理棟 学生棟 図書館 
 

9,079.39 ㎡ 2,242.13 ㎡ 802,21 ㎡ 1,200.62 ㎡ 

体育館 講堂 寄宿舎 非常勤講師宿舎 合 計 

893.68㎡ 962.43㎡ 2,504.44 ㎡ 328.00 ㎡ 18,012.90㎡ 

○教育研究棟 

教  員  研  究  室 個人研究室 ４５室 
共同研究室   ５室 

講  義  室 

大講義室 １室 
中講義室 ４室 
小講義室 ３室 
認定看護師教育課程講義室 ２室 

演  習  室 演習室 ４室 

 
 

実 験 ・ 実 習 室 等 
 
 
 

生化学実験室 １室 
微生物・病理実験室 １室 
基礎看護実習室 １室 
母性・小児看護実習室 １室 
成人看護実習室 １室 
地域・老年看護実習室 １室 
在宅看護実習室 １室 
助産実習室 １室 

情 報 処 理 学 教 室 情報処理教室 １室 
語  学  学  習  室 LL 教室 １室 

（３）設備機器 

○情報処理機器等 

学内 LAN は、管理棟、教育研究棟、図書館、非常勤講師宿舎、寄宿舎の全域に配置し、

利便性を保つと同時に、教職員使用領域と学生の使用する領域を分離、高度な機密情報
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の保持を徹底している。 

教育研究棟内の情報処理教室にパソコン 53台を設置し、授業以外の時間は学生に開放

し、随時使用できる体制となっている。 

LL 教室には、LL 学習システムがインストールされた教員用パソコン及び学生用パソ

コン 50台（いずれもヘッドセット付き）を設置し、語学学習等に活用している。 

（４）課題及び方策 

   開学から 28年が経過し、外壁・屋根などの構造物や設備機器の老朽化による突発的な

緊急性の高い修繕を必要とする箇所が漸増している。 

   また、時代の先駆的教育環境の IT化の時代に合わせた再構築（講義に係る設備システ

ム・実習機器の早急的な更新等）が必要となっている。 

  これら建築物・設備の修繕や更新には多大な費用がかかるため、緊急性等を勘案しなが 

ら優先順位を付けて、改修計画を策定するとともに、予算確保に努め、修繕、更新を行って

いく必要がある。 

   また、今後も学内の植栽等を常時整備して、教育研究を行うにふさわしい緑豊かな環境を

維持しつつ、一層地域住民から愛され、誇りとされるような大学となるよう努めていく。 
 
２ 図書館 

（１）概要 

 図書館の利用状況 

 付属図書館は、在学生（学部生・院生）、教員の学習・研究に資するため、図書、雑誌、 

電子資料などの学術情報の収集、提供を行っている。 

１）図書館施設・設備 

閲覧スペースである開架と、閉架書庫に図書・雑誌がそれぞれ配架されている。閉架

書庫は新型コロナウイルス感染対策のため、立ち入りは職員のみとし、必要な資料を出

し入れしている。 

閲覧席は、個人閲覧席の利用が多い。４人掛けの閲覧席は新型コロナウイルス感染防

止のため、中央にアクリル板を設置し２人での使用に制限している。 

退館バーの外にソファを設置し、飲食可能スペースとした。 

グループ学習室は、新型コロナウイルス感染防止のため、原則的に利用を中止してい

る。視聴覚教材の視聴の場合に１人で利用している。  

データベース検索用の端末は３台だが、新型コロナウイルス感染防止のため、１台の利用を

中止し、２台の利用としている。 

蔵書の収容可能冊数は 10万冊、現在の蔵書は 73,808 冊である。 

 

表 館内面積および設備 

総面積 1,200㎡ 

閲覧スペース 688㎡ 書庫 131㎡ 事務室 57㎡ その他 325㎡ 

閲覧席 80席（内個人閲覧席 12席）/教員学習室３室/グループ学習室/AV ルーム(個人

ブース 10席)/館内検索用端末２台/データベース検索端末３台/コイン式複写機１台 

  

２）図書館資料 

① 図書 

図書は看護学の新刊を中心にシラバスの内容に即したもの、教員・在学生（学部生・

院生）からの購入希望、その他関連領域の必要と思われるものを図書館司書が選定し
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購入している。実習に必要な図書は、利用状況をみながら複本も整備している。 

また、国家試験や、就職試験に対応するコーナーを設けるなど学生の資料要求に応え

られるよう取り組んでいる。 

表 図書館蔵書数の推移  

年度  和図書 洋図書  合計 

2018 年度末 68,802 7,491 76,293 

2019 年度末 64,370 6,835 71,205 

2020 年度末 66,179 6,898 73,076 

2021 年度末 67,018 6,995 74,013 

2022 年度末 66,878 6,930 73,808 

    

  表 蔵書における分野別の割合 

年度 
看護学 医学 その他一般書 合計 

冊数 割合 冊数 割合 冊数 割合 冊数 

2022年度末 

年度末 

16,793 22.8% 22,085 29.9% 34,930 

 

47.3% 73,808 

  

② 雑誌・新聞 

最新の研究成果や分野における動向を知るために雑誌は欠かせない資料であるが、

雑誌高騰から洋雑誌については無料ダウンロードや記事複写依頼で対応することで大

幅に減らした。 

     表 受入雑誌タイトル数の推移 

年度 
和雑誌（種類） 洋雑誌（種類） 

合計 
購入 寄贈 購入 寄贈 

2018年度 77 194 7 2 280 

2019年度 77 85 7 0 169 

2020年度 77 109 6 6 198 

2021年度 77 122 4 0 203 

2022年度 75 109 3 4 191 

2022年度契約電子ジャーナル 和雑誌：メディカルオンライン  

洋雑誌：CINAHL With Full text 
    現在購読している新聞は、全国紙５紙・地方紙３紙である。過去３年分を保存している。 

 

③ 視聴覚資料 

表 視聴覚資料数の推移 

年度 DVD VHS CD その他 合 計 

2018 年度 487 1,842 

 

125 66 2,520 

2019 年度 483 1,895 120 56 2,554 

2020 年度 488 1,892 125 57 2,562 

2021 年度 497 1,892 

 

126 57 2,572 

2022年度 563 1,884 125 57 2,629 

 

④ 文献検索データベース 

文献検索のデータベースは｢医中誌 Web｣｢看護索引 Web｣「MEDLINE｣｢CINAHL 
with Full Text」が利用できる。 
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検索結果から該当雑誌の当館の所蔵が確認できる OPAC リンクを貼り利便性を高め

ている。｢医中誌 Web｣「MEDLINE｣｢CINAHL with Full Text」はリモートアクセス

が可能であり、｢看護索引 Web｣は学内 LAN 接続のパソコンであればどこからでも利

用できる。 
    

３）利用状況 

① 開館時間・日数 

平日の開館時間は、９時から 19 時まで、長期休業中は 17 時までであり、土日祝日  

は休館である。但し、実習期間である５月から 12 月については、平日は９時から 21

時、土曜日は 10 時から 16 時まで開館している。 

利用対象者は、学生、院生、教職員、学外者である。 

2022年度は、入館者数は増加している。貸出数は減少している。 
 

     表 開館日数及び入館者数 

年度 平日開館日数 土曜開館日数 開館日数合計 入館者数 １日平均 

2018 年度 232 20 252 35,181 139.6 

2019 年度 231 20 251 33,627 134.0 

2020 年度 212 4 216 15,556 72.0 

2021 年度 171 20 191 15,090 79.0 

2022 年度 235 23 258 19,094 74.0 
 

  表 貸出条件      

  学 生 院 生 教 員 学外者 

貸出期間 ２週間 

貸出冊数  10   15   15   5 
      

表 貸出冊数の推移 

貸出冊数 学生/院生 教職員 合計 

2018 年度 11,602 2,104 13,706 

2019 年度 11,533 1,954 13,487 

2020 年度 9,600 1,550 11,150 

2021 年度 8,989 952 9,941 

2022 年度 7,732 1,067 8,799 
   

４）外部開放 

① 概要 

2004 年度より、18 歳以上の一般の人を対象に図書館を開放している。利用時間は、 

９時から授業日は 19 時まで、休業日は 17 時までとなっており、貸出冊数は５冊、貸

出期限は２週間となる。初めて来館した際に身分証明書を提示してもらい、利用証を

発行する。２回目以降は、入館の際に利用証提示を求めている。 

2022 年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2022 年４月１日から５月 25

日まで学外者の入館を休止した。入館休止中はメールで図書を予約し、入り口で図書

を渡す方法で貸出を行った。文献複写も同様の対応をした。 

② 利用状況 

入館者数、貸出数ともに増加した。 

     表 学外者の入館者数および貸出冊数の推移    
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      区 分 

年 度 

学外入館者数（概数） 
貸出冊数 

医療関係者 他学学生 その他 合計 

2018年度 698 145 130 973 1,956 

2019年度 650 84 261 995 1,524 

2020年度 312 15 29 356 929 

2021 年度 162 7 26 195 567 

2022年度 187 13 43 243 696 
 

（２）成果及び課題 

資料費は年々削減されているが、貸出、閲覧、複写などの状況から雑誌や図書の利用

動向を把握し、資料選定に反映させている。今後も学部生・院生や教員からの購入希望

も取り入れ学習・研究に必要な資料要求を満たせる蔵書構築を行っていく。 
雑誌については、現在増加しているインターネットで公開されているデジタル化され

た学術資料へのアクセスを利用者に分かりやすく提示するなど、利用可能な資料を最大

限利用できるような工夫に努める。 
｢医中誌 Web｣「MEDLINE｣｢CINAHL with Full Text」について、リモートアクセス

可能な契約として、利便性を図った。 
入館者数、貸出数は減少傾向である。課題、実習との連携、コーナーの設置、利用者

に分かりやすい配架、資料の紹介、カウンター対応の向上、図書館利用の広報など資料

活用向上のため努める。 
雨漏りの修繕を目的として、トップライトの撤去等、屋根の大規模改修工事が行われ

た。 
開学して 25 年以上経過し、修繕や更新を必要とする箇所が増えることが予想される。 

優先順位を付けて、改修計画を策定するとともに、予算の確保に努め、修繕、更新を

行っていく必要がある。 

開学して 25年以上経過し、資料的価値が低くなった図書が増加したことと、研究室か

ら移管される図書が増加したことにより、書庫の狭隘化が進んでいる。今後は除籍など、

配架場所確保のための方策をとる必要がある。 
以上、今後も、学生・教員の資料要求に応えられる蔵書の構築、資料活用のサポート、

設備の充実に努め、学習・研究支援の場としての機能を高めていく。 
 
第２節 財政の状況 

１ 概要 

（１）予算、決算 

本学の予算編成は県全体としての予算編成の中に組み込まれており、県の財政担当課

から示される予算編成方針等に基づき予算を編成している。したがって大学独自に財政

計画を策定する状況にはなく、県全体の緊縮財政の流れの中で、厳しい財政運営を強い

られている。 

予算執行は、県の条例、規則に基づき事務処理を行い、会計局会計センターによる検

査・指導や県監査委員事務局による監査を受けながら、適正な予算執行に努めている。 

（２）外部資金の獲得 

県全体の緊縮財政の流れの中で、教育を支える研究活動を積極的に行うため、外部競

争資金の獲得を図っている。 
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２ 実績 

（１）予算、決算の状況（令和４年度） 

歳入は、大学の自主財源である学生納付金（授業料など）が約３割、県の一般財源等

が約７割を占めている。県立大学として、教育研究活動を安定的に遂行するために必要

な財政基盤を確立している。 

歳出は、教職員及び非常勤講師等の人件費が約８割、大学の管理運営に必要な物件費

が約１割、教育研究に必要な物件費が約１割となっている。 

 

（歳入） 

財源、歳入科目等 予算額 (円) 決算額（円）  構成比 

特
定
財
源 

自
主
財
源 

使
用
料 

授業料 197,552,000 197,159,125 21.9% 

寄宿料 5,451,000 5,026,800 0.6% 

行政財産使用料 36,000 33,603 0.0% 

手
数
料 

入学料 24,939,000 27,918,000 3.1% 

入学審査料 5,298,000 6,743,600 0.7% 

証明事務手数料 38,000 44,800 0.0% 

財産収入 296,000 63,236 0.0% 

諸収入 3,968,000 4,318,752 0.5% 

計 237,578,000 241,307,916 26.8% 

基金繰入金 302,448,097 241,599,468 26.8% 

計  540,026,097 482,907,384 53.6% 

県債 0 0 0.0% 

国庫負担金 0 0 0.0% 

一般財源 378,887,422 417,731,349 46.4% 

合計 918,913,519 900,638,733 100.0% 

 

（歳出） 

歳出科目等 予算額 (円) 決算額 (円) 
 構成比 

報酬 18,572,600 15,634,172 1.7% 

給料 349,467,000 349,465,200 38.8% 

職員手当 184,418,920 183,755,264 20.4% 

退職金 60,208,887 60,208,887 6.7% 

共済費 109,904,405 109,885,569 12.2% 

報償費 13,139,000 11,073,933 1.2% 

旅費 9,611,337 7,370,443 0.8% 

交際費 43,000 0 0.0% 

需用費 90,980,000 86,315,543 9.6% 

役務費 8,932,000 7,348,394 0.8% 

委託料 30,161,664 28,124,178 3.1% 
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使用料及び賃貸料 24,990,000 23,401,813 2.6% 

工事請負費 9,903,000 9,570,000 1.1% 

備品購入費 2,368,000 2,296,580 0.3% 

負担金、補助及び交付金 3,314,706 3,293,405 0.4% 

補償、補填及び賠償金 305,000 301,752 0.0% 

償還金 2,444,000 2,444,000 0.3% 

公課費 150,000 149,600 0.0% 

合計 918,913,519 900,638,733 100.0% 

 

３ 課題及び方策 

（１）県予算全体の緊縮傾向が続く中、固定的経費である人件費の割合が高まっているため、

物件費の効率的な予算執行が求められている。限られた予算を有効に活用するためには、

物品購入等にあたり積極的に競争原理を導入する必要がある。 

（２）看護の発展に寄与する優秀な人材を確保・育成するとともに、安定的な財源を確保す

るために、学部生及び大学院生の積極的な募集を行う必要がある。 

（３）施設、設備の適切な維持管理を行うことは、安全・安心な大学生活を送るために欠か

すことができないが、十分な予算が確保できていない。計画的な修繕・改修を行うため

粘り強く予算の確保に努める必要がある。 

（４）教育を支える研究活動を積極的に行うため、更なる外部資金を獲得していく必要があ

る。 
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第８章 自己点検・評価総括 

 令和４年度は、平成 30（2018）年度に受審した大学基準協会による第３回認証評価

の結果評価への改善報告書を提出した。その検討結果として、「第一に、内部質保証につ
いて組織的な点検・評価の実施に至っていない、第二に教育課程・学習成果について学部
の教育課程の編成・実施方針に基本的な考えが示されていない。また、学習成果の測定と
学位授与方針との関連が不明瞭であるという課題があり、引き続き改善が求められる。」と
示された。 

また、令和２年から続いている新型コロナウイルス感染症による社会変化は、本学の

運営にも大きな影響があり、感染予防や行動制限の中、ＩＣＴを利用した授業の実施な

ど教育研究や社会貢献について創意工夫し対応してきた。令和５年５月８日から新型コ

ロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、これまでの２類から季節性インフルエ

ンザと同じ５類感染症に変更されたことに伴い、学内においては「基本的な感染防止対

策」の実施を励行する対応に変更した。 

 本総括では、大学の４つの機能である、教育活動、研究活動、社会・地域貢献活動、

大学運営について要点のみ記す。 

１ 教育活動について 

１）学部教育 

教務委員会を中心に、令和４年度から新カリキュラムを開始した。大学基準協会によ

る指摘事項に従い、新たにカリキュラムマップやカリキュラムツリーを作成し、系統的

な教育カリキュラムを視覚化した。 

新カリキュラムでは、アカデミックリ・テラシーを新設し、初年次教育を強化した。

学部２年生の必修科目に「里山看護学概論」１単位 15 時間が、選択科目で「里山看護

演習」１単位 30 時間が新設された。令和５年度開講した。 

コロナ禍で海外渡航制限があり、国際看護学の実習は現地に行くことができなかった。

しかし、JICA や他大学とも連携協働し、ネパールと ZOOM を使った実習を行い、国
際交流の方法および実習方法を見出すことができた。 

コロナ禍で本学の授業は対面授業とハイブリットによるオンライン授業を併用して

行った。看護教育は大きな転換点を迎えており、文科省は看護ＤＸ教育の導入に大きく

舵を切った。本学でも本学の教育目標を踏まえて、新たな教育方法を探索する時期に来

ている。 

２）大学院教育 

令和４年４月に博士前期課程「がん看護専門看護師コース」を入学生 3名で開講した。 

３）看護実践国際研究センターにおけるリカレント教育 

令和４年６月に、新型コロナウイルス感染症対策として、長野県から依頼があり、「感

染管理認定看護師教育課程（Ｂ課程）を受講生 25 名で開講した。 
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２ 研究活動について 

教員の日本学術振興会の科学研究費助成金について、令和４年度の新規採択は５件で

あった。継続も含めると本学の科研による研究は 20 件であった。本学の特別研究費で

行った研究は２件である。外部資金獲得のための情報提供や申請書の書き方指導、紀要

への投稿促進、分野内での集団研究や分野横断の学内研修などによる若手研究者育成が

課題である。 

 

３ 社会・地域貢献活動 

 看護実践国際研究センターの看護地域貢献活動研究部門で従来から取り組まれてい

る活動については、コロナ禍の行動制限の中、計画通りの実施ができないものが多かっ

た。 

 

４ 大学運営 

大学基準協会の指摘事項に基づき、大学の運営組織の見直しを行い、各種規定改正を

行い、より学長を中心とした教学マネジメント、内部質保証が実施できる運営体制を整

えた。 

 

 

長野県看護大学 評価委員会 
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